
平成 21年 3月 27日

平成 21年度 ～ 平成 23年度

１９年度実績 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 備考

経常収支比率 94.2 89.6 92.2 97.8 100.0

職員給与費比率 61.6 68.0 71.5 68.3 55.8

病床利用率 85.8 75.4 77.4 79.2 90.0

医業収支比率 91.8 85.4 81.2 86.2 98.5

入院診療単価 36,127 36,894 40,100 40,600 46,000 単位：円

外来診療単価 8,249 8,667 9,000 9,000 12,000 単位：円

上記目標数値設定の考え方

焼津市立総合病院

所 在 地 焼津市道原１０００番地

公立病院として今後果たすべき役
割(概要)
（注）詳細は別紙添付

市立総合病院が、地域の基幹病院として担うべき役割と進むべき方向性を、次の４点に
整理。
１　広域連携の拠点（センター病院としての患者の振り分け機能の強化）
２　かかりつけ医の支援（地域医療支援病院の指定）
３　高度な専門的医療の提供（がん及び脳卒中の２疾病、並びに周産期医療）
４　地域において確保が必要とされる事業の実施（救急医療、災害時における医療等）
５　医師に魅力のある教育・研修の提供
詳細は別添１のとおり。

プ　ラ　ン　の　名　称 焼津市立総合病院改革プラン（焼津市立総合病院中期経営計画）

総合診療内科、呼吸器科、消化器科、血液科、代謝内分泌科、神経内科、腎臓内科、神
経系科・精神科、小児科、外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、皮膚科、泌尿器科、
産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、放射線科、歯科口腔外科、循環器
科（休止中）、麻酔科（休止中）

経
営
効
率
化
に
係
る
計
画

財務に係る数値目標（主なも
の）

計画最終年度の２３年度に経常黒字化を目指し、各指標を設定。
病床数を現在の572床から486床にダウンサイジングする。
病床利用率を90％に設定し、486床×90％で、１日あたりの入院患者数を437人と仮定。
入院及び外来診療単価は、全国500床以上の公的病院の平均的な数値を目標値とした。
（経常黒字化の目標年度：２３年度）

策　　　　定　　　　日

対　　象　　期　　間

病
院
の
現
状

病 院 名

(別紙４） 公立病院改革プランの概要

団　　　　体　　　　名 焼津市

病 床 数 ４８６床

診療科目

一般会計における経費負担の考
え方(繰出基準の概要）
（注）詳細は別紙添付

地域の基幹病院として医療水準の向上と多様化する医療需要に応えるため、高度・特殊
医療や救急医療などの充実と病棟設備の改修、医療機器等の整備を推進し、医療サー
ビスの向上を図るため、地方公営企業法等に基づき、一般会計から病院事業会計にその
経費の一部を繰り出す。
詳細は別添２のとおり。



団体名
（病院名）

１９年度実績 ２０年度実績 ２１年度 ２２年度 ２３年度 備考

入院患者数（１日あたり） 491 431 376 385 437 単位：人

外来患者数（１日あたり） 1,351 1,212 1,065 1,200 1,000 単位：人

民間的経営手法の導入

事業規模・形態の見直し

経費削減・抑制対策

収入増加・確保対策

その他

別紙のとおり

病床利用率の状況 １８年度 86.1% 1９年度 85.8% ２０年度 75.4%

病床利用率の状況を踏
まえた病床数等の抜本
見直し、施設の増改築
計画の状況等

・6人床室（43室）を4人床室化に改修し、病床規模の適正化を図った。（平成22年1月より）
・施設が老朽化（築26年経過）していることから、将来にわたり地域の医療供給体制を健
全に維持するため、改革プランの検討とは別に検討組織を設け、新病院の建築を含めた
市立総合病院の施設整備について検討を行う。

各年度の収支計画

そ
の
他
の
特
記
事
項

・市立総合病院の経営形態を、総合的に判断し、変更する。
　※変更することを決定したが、変更年度及び変更後の経営形態は未定。

・6人床室（43室）を4人床室化に改修し、早期に病床規模の適正化を図る。
　（平成21年度実施済み）

・設備・機器の適切な更新（機器更新計画の策定）
・人件費の適正化（時間外勤務の削減）
・材料費の削減（薬剤保管場所の一元化、薬品の共同購入の研究など）
・その他経費の削減

・診療単価の最適化（７対１入院基本料の算定、リハビリ総合計画実施計画料の算定、地
域医療支援病院の指定による診療報酬加算の算定、診療報酬算定の戦略的な対応な
ど）

焼津市
（焼津市立総合病院）

公立病院としての医療機能に係る
数値目標（主なもの）

経
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効
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に
係
る
計
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団体名
（病院名）

（注）
１
２

詳細は別紙添付
具体的な計画が未定の
場合は、①検討・協議の
方向性、②検討・協議体
制、③検討・協議のスケ
ジュール、結論を取りま
とめる時期を明記するこ
と。

経営形態の現況

（注）
１
２

詳細は別紙添付
具体的な計画が未定の
場合は、①検討・協議の
方向性、②検討・協議体
制、③検討・協議のスケ
ジュール、結論を取りま
とめる時期を明記するこ
と。

点検・評価の時期(毎年○月
頃等）

年１回（時期未定）

（該当箇所に

討中の場合は複数可）

その他特記事項 特になし。

経営形態見直し計画の概要
＜時　期＞
　未定

＜内　容＞
　市立総合病院の経営形態を、総合的に判断し変更する。

点
検
・
評
価
・
公
表
等

点検・評価・公表等の体制
(委員会等を設置する場合そ
の概要）

　平成22年2月に改訂した改革プランについては、市議会議員への説明を行い、その後
ホームページ等により市民へ公表する予定。
　年１回、点検・評価を行う。評価にあたっては、有識者や市民等の外部委員を含めた委
員会等を別に設置する等、客観性を確保する。

経
営
形
態
見
直
し
に
係
る
計
画

＜内　容＞
　圏域内の公立病院間においては、互いに、必要な医師が
揃っている専門診療科の診療を受け持つことにより、医療機
能の相互補完を図っている。
　再編・ネットワーク化については、２次医療圏における広域
的な調整が必要となることから、当分の間は現状の相互補
完体制を維持しつつ、今後関係機関と協議していきたいと考
える。

経営形態の見直し（検討）の方向
性

（該当箇所に

再
編
・
ネ

ッ
ト
ワ
ー

ク
化
に
係
る
計
画

二次医療圏内の公立病院等
配置の現況

医療圏域内において、当院を含め４つの公立病院が設置されている。
　当院　　　　　　　　　　　４８６床
　藤枝市立総合病院　　６２０床
　市立島田市民病院　　５３６床
　榛原総合病院　　　　　４０８床

都道府県医療計画等における
今後の方向性

市町において、再編・ネットワーク化が必要と判断した場合、県厚生部を所管として地域
医療協議会等を活用して検討することとなっている。

再編・ネットワーク化計画の概
要及び当該病院における対応
計画の概要

＜時　期＞
　当分の間は現状の相互補
完体制を維持。

焼津市
（焼津市立総合病院）

公営企業法財務適用

指定管理者制度

民間譲渡

診療所化

公営企業法全部適用 地方独立行政法人

一部事務組合・広域連合

公営企業法全部適用 指定管理者制度

老健施設など、医療機関以外の事業形態への移行

地方独立行政法人














